
京都市保育所条例 

（設置） 

第１条 児童福祉法（以下「法」という。）第３９条第１項に規定する保育所を設置する。 

２ 保育所及びその分園の名称及び位置は，別表のとおりとする。 

（指定管理者による管理） 

第２条 保育所の管理は，地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者の業務

は，次のとおりとする。 

(1) 保育所における保育の実施に係る業務 

(2) 保育所の維持管理に係る業務 

(3) その他市長が必要と認める業務 

（開所時間及び休所日） 

第３条 保育所の開所時間は，午前７時から午後６時までを標準として，保育所ごとに別

に定める。 

２ 保育所の休所日は，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに１月２日，

同月３日及び１２月２９日から同月３１日までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，市長は，必要があると認めるときは，開所時間及び休所

日を変更することができる。 

（利用資格及び入所定数） 

第４条 保育所を利用することができる者は，次に掲げる者とする。 

(1) 子ども・子育て支援法第２０条第４項後段に規定する教育・保育給付認定子ども（同

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもにあっては，同法第２８条第１

項第２号に規定する特別利用保育を受ける者に限る。） 

(2) 法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業を利用する者 

(3) 法第２４条第５項又は第６項の規定により保育所に入所させることが必要である

と認められる者 

２ 前項第１号に掲げる者に係る保育所の入所定数は，別に定める。 

（利用制限） 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，保育所の利用を制限す



ることができる。 

(1) 他の利用者に迷惑を掛け，又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 

(2) 管理上支障があるとき。 

（保育費用の徴収） 

第６条 市長は，保育所を利用する者の保護者（子ども・子育て支援法第６条第２項に規

定する保護者をいう。以下同じ。）から，当該保護者の属する世帯の所得の状況その他

の事情を勘案して別に定める保育費用を徴収することができる。ただし，別に定める場

合は，この限りでない。 

（保育費用の還付） 

第７条 既納の保育費用は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があると認めるとき

は，この限りでない。 

（保育費用の減免） 

第８条 市長は，特別の理由があると認めるときは，保育費用を減額し，又は免除するこ

とができる。 

（委任） 

第９条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必

要な事項は，市長が定める。 

附 則 

この条例は，昭和３９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和３９年７月３０日条例第４６号） 

この条例の施行期日は，市長が定める。 

（昭和４０年３月３１日規則第１７４号で昭和４０年４月１日から施行） 

附 則（昭和４１年５月３１日条例第３号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４２年４月６日条例第１号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和４２年５月１９日規則第１５号で昭和４２年５月２０日から施行） 

附 則（昭和４２年１１月２３日条例第２３号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４３年４月９日条例第２号） 



この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市川岡保育所については昭和４３年５月２０日規則第２２号で昭和４３

年５月２０日から施行，京都市福ノ川保育所については昭和４３年８月１日規則

第３７号で昭和４３年８月１日から施行，京都市久世保育所については昭和４３

年８月１日規則第３７号で昭和４３年９月１日から施行） 

附 則（昭和４４年４月１日条例第３号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市南保育所については昭和４４年４月１４日規則第２７号で昭和４４年

４月１７日から施行，京都市安朱保育所については昭和４４年４月１４日規則第

２７号で昭和４４年４月２１日から施行） 

附 則（昭和４５年３月３０日条例第４７号） 

この条例中京都市楽只乳児保育所，京都市室町乳児保育所，京都市養正乳児保育所，京

都市錦林乳児保育所，京都市壬生乳児保育所，京都市崇仁第一保育所，京都市崇仁乳児保

育所及び京都市崇仁第二保育所に関する部分は昭和４５年４月１日から，京都市西野山保

育所，京都市西七条保育所，京都市吉祥院保育所，京都市川島保育所及び京都市改進乳児

保育所に関する部分は各保育所に関する部分につき市規則で定める日から施行する。 

（京都市西野山保育所，京都市西七条保育所及び京都市川島保育所については昭

和４５年５月３０日規則第３３号で昭和４５年６月１日から施行，京都市吉祥院

保育所については昭和４５年９月２４日規則第６８号で昭和４５年１０月１日

から施行，京都市改進乳児保育所については昭和４５年１０月２９日規則第８２

号で昭和４５年１１月１日から施行） 

附 則（昭和４６年３月２９日条例第４３号） 

この条例中京都市久世西保育所に関する部分は昭和４６年４月１日から，京都市朱七保

育所に関する部分は昭和４６年５月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年６月１２日条例第２号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和４６年６月１２日規則第２１号で昭和４６年６月１４日から施行） 

附 則（昭和４６年９月３０日条例第１８号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市壬生乳児保育所及び京都市朱雀乳児保育所については昭和４６年１０



月１４日規則第８１号で昭和４６年１０月１６日から施行，京都市辰巳乳児保育

所については昭和４６年１０月１４日規則第８１号で昭和４６年１０月１８日

から施行，京都市一乗寺保育所については昭和４６年１０月１４日規則第８１号

で昭和４６年１１月１６日から施行） 

附 則（昭和４７年４月１３日条例第５号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市勧修保育所については昭和４７年５月１５日規則第４０号で昭和４７

年５月１６日から施行，京都市石田保育所については昭和４７年５月１５日規則

第４０号で昭和４７年６月１５日から施行） 

附 則（昭和４７年１０月５日条例第２１号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和４７年１０月１９日規則第８７号で昭和４７年１０月２１日から施行） 

附 則（昭和４７年１２月１８日条例第３１号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和４８年１月８日規則第１１６号で昭和４８年１月１０日から施行） 

附 則（昭和４８年４月３日条例第３号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和４８年４月３日規則第２８号で昭和４８年４月９日から施行） 

附 則（昭和４８年８月９日条例第１２号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市山階保育所については昭和４８年８月１６日規則第８１号で昭和４８

年８月１８日から施行，京都市大宮保育所については昭和４８年９月２６日規則

第９０号で昭和４８年９月２７日から施行） 

附 則（昭和４９年８月１日条例第１３号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和４９年１２月１９日規則第７３号で昭和４９年１２月２０日から施行） 

附 則（昭和４９年１０月１１日条例第２３号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市村松保育所及び京都市樫原保育所については昭和４９年１１月１日規

則第６４号で昭和４９年１１月１日から施行，京都市納所城之内保育所について



は昭和５０年３月３１日規則第９２号で昭和５０年４月１日から施行） 

附 則（昭和５０年３月３１日条例第５２号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市楽只第二乳児保育所，京都市朱七第二保育所，京都市鏡山保育所及び京

都市石原保育所については昭和５０年３月３１日規則第９３号で昭和５０年４

月１日から施行，京都市西京極保育所については昭和５０年６月１２日規則第３

２号で昭和５０年６月１３日から施行） 

附 則（昭和５０年６月１２日条例第７号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は市規則で定める日から施行す

る。 

（市規則で定める日は昭和５０年６月１２日規則第３３号で昭和５０年６月１

３日） 

附 則（昭和５１年３月３１日条例第４３号） 

改正 昭和５１年７月８日条例第１３号 

この条例第１条中各保育所に関する部分及び第２条の規定は市規則で定める日から，そ

の他の部分は公布の日から施行する。 

（第１条中各保育所に関する部分の市規則で定める日は昭和５１年３月３１日

規則第１１１号で昭和５１年４月１日，第２条の市規則で定める日は昭和５１年

６月１０日規則第４５号で昭和５１年１０月１日） 

附 則（昭和５１年７月８日条例第１３号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は，本則各保育所に関する部分及び次項の規定につき市規則で定

める。 

（京都市楽只保育所については昭和５１年７月１７日規則第４９号で昭和５１

年７月１９日から施行，京都市西院保育所については昭和５１年７月２４日規則

第５１号で昭和５１年７月２６日から施行，京都市朱一保育所，京都市大受保育

所及び附則第２項の規定については昭和５１年９月３０日規則第７５号で昭和

５１年１０月１日から施行） 

附 則（昭和５１年９月３０日条例第１９号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 



（昭和５１年１０月６日規則第９７号で昭和５１年１０月７日から施行） 

附 則（昭和５１年１２月１６日条例第３２号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和５２年１月２７日規則第１３１号で昭和５２年２月１日から施行） 

附 則（昭和５２年３月２４日条例第４６号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市改進第二乳児保育所については昭和５２年３月３１日規則第１４６号

で昭和５２年４月１日から施行，京都市久世南保育所については昭和５２年５月

２０日規則第３２号で昭和５２年５月２１日から施行） 

附 則（昭和５２年８月４日条例第４号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市中山保育所については昭和５２年１０月８日規則第５４号で昭和５２

年１０月１１日から施行，京都市新林保育所については昭和５２年１１月２６日

規則第６０号で昭和５２年１１月２８日から施行） 

附 則（昭和５３年４月６日条例第６号） 

この条例第１条の規定は公布の日から，第２条中各保育所に関する部分は市規則で定め

る日から施行する。 

（京都市三条乳児保育所については昭和５３年６月２９日規則第５３号で昭和

５３年７月１日から施行，京都市墨染保育所については昭和５３年７月２７日規

則第６４号で昭和５３年７月２８日から施行，京都市山王保育所については昭和

５３年９月１９日規則第７３号で昭和５３年９月２１日から施行，京都市高野保

育所については昭和５３年９月１９日規則第７３号で昭和５３年１０月４日か

ら施行） 

附 則（昭和５４年３月２９日条例第５５号） 

この条例中京都市山ノ本保育所及び京都市祥南保育所に関する部分は市規則で定める日

から，その他の部分は公布の日から施行する。 

（京都市山ノ本保育所については昭和５４年３月２９日規則第１２４号で昭和

５４年４月２日から施行，京都市祥南保育所については昭和５４年６月２６日規

則第３６―２号で昭和５４年７月２日から施行） 

附 則（昭和５４年１２月１３日条例第２６号） 



この条例中京都市児童院乳児保育所及び京都市聚楽保育所に関する部分は市規則で定め

る日から，その他の部分は公布の日から施行する。 

（京都市児童院乳児保育所及び京都市聚楽保育所については昭和５５年３月１

３日規則第９６号で昭和５５年３月１５日から施行） 

附 則（昭和５５年４月１０日条例第４号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和５５年５月２０日規則第４２号で昭和５５年５月２１日から施行） 

附 則（昭和５５年１０月３１日条例第２５号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和５５年１０月３１日規則第９０号で昭和５５年１１月１日から施行） 

附 則（昭和６０年２月７日条例第３１号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和６０年２月１４日規則第８１号で昭和６０年２月１８日から施行） 

附 則（昭和６０年７月１１日条例第９号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和６０年８月２９日規則第４０号で昭和６０年９月２日から施行） 

附 則（昭和６３年３月１７日条例第３５号） 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，別表の改正規定は，市規則で定める日か

ら施行する。 

（別表の改正規定は，昭和６３年３月３１日規則第１１２号で昭和６３年４月１

日から施行） 

附 則（平成２年９月２１日条例第１２号） 

この条例の施行期日は，各保育所に関する部分につき市規則で定める。 

（京都市修学院保育所については平成２年９月２１日規則第８５号で平成２年

９月２１日から施行，京都市三条保育所については平成２年１０月１１日規則第

８９号で平成２年１０月２２日から施行） 

附 則（平成７年３月９日条例第４４号） 

この条例は，平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月１３日条例第４６号） 

この条例は，平成９年４月１日から施行する。 



附 則（平成９年１１月２６日条例第２５号） 

この条例は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月１２日条例第３９号） 

この条例は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月２３日条例第５９号） 

この条例は，市規則で定める日から施行する。 

（平成１１年３月２９日規則第１０３号で平成１１年４月１日から施行） 

附 則（平成１３年３月２７日条例第６２号） 

この条例は，市規則で定める日から施行する。 

（平成１３年３月３０日規則第１４４号で平成１３年４月１日から施行） 

附 則（平成１４年３月２９日条例第６４号） 

この条例は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月７日条例第３０号） 

この条例は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日条例第３２号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例は，京北町の区域の編入の日（平成１７年４月１日）から施行する。 

附 則（平成１７年１０月２１日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１８年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 入所の申込みその他京都市御池保育所を供用するために必要な準備行為は，この条例

の施行前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市保育所条例第５条の規定に基

づき管理を委託している保育所については，地方自治法の一部を改正する法律（平成１

５年法律第８１号）の施行の日から起算して３年を経過する日（その日前に当該法律に

よる改正後の地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき指定をした保育所にあっ

ては，当該指定の日）までの間は，なお従前の例による。 



附 則（平成１８年３月２７日条例第１３９号） 

この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２６日条例第５１号） 

この条例は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２６日条例第５７号） 

この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２３日条例第７４号） 

この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月１日条例第１１号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から起算して３月を超えない範囲内において市規則

で定める日から，第２条の規定は公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内におい

て市規則で定める日から施行する。 

（第１条の規定は平成２４年１１月２日規則第３８号で平成２４年１１月５日

から施行，第２条の規定は平成２５年１１月１日規則第４６号で平成２５年１１

月５日から施行） 

附 則（平成２５年３月２９日条例第７９号） 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１３９号） 

この条例中別表京都市御池保育所の項を削る改正規定は平成２６年４月１日から，同表

京都市九条保育所の項及び京都市吉祥院保育所の項を削る改正規定は平成２７年４月１日

から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日条例第６８号） 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日条例第６１号） 

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１１月１１日条例第１１号） 

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３０日条例第４６号） 

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１１月１６日条例第１１号） 



この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２９日条例第５２号） 

この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日条例第８８号） 

この条例は，平成３２年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２７日条例第１４号） 

この条例は，令和元年１０月１日から施行する。 

別表（第１条関係） 

名称 位置 

京都市楽只保育所 京都市北区紫野北花ノ坊町１８番地 

京都市楽只保育所船岡分

園 

京都市北区紫野下築山町２０番地 

京都市鶴山保育所 京都市上京区寺町通今出川上る５丁目鶴山町５番地の６ 

京都市養正保育所 京都市左京区田中玄京町１４９番地 

京都市壬生保育所 京都市中京区西ノ京新建町１番地 

京都市聚楽保育所 京都市中京区聚楽廻松下町９番地の４ 

京都市三条保育所 京都市東山区三条大橋東３丁目下る長光町６２１番地 

京都市鏡山保育所 京都市山科区厨子奥苗代元町１６番地の５ 

京都市南保育所 京都市南区西九条南田町９番地 

京都市久世保育所 京都市南区久世大築町５０番地 

京都市ひかり保育所 京都市右京区京北井戸町丸山１１０番地 

京都市弓削保育所 京都市右京区京北下弓削町狭間谷６番地の１ 

京都市周山保育所 京都市右京区京北五本松町西山２４番地の３ 

京都市改進保育所 京都市伏見区竹田狩賀町１５３番地の１ 

京都市辰巳保育所 京都市伏見区醍醐外山街道町２１番地の５８ 


